
随意契約の内容の公表

局区 防災危機管理局

課 危機対策課

契約締結日 令和8年2月18日

件名 名古屋市震度情報ネットワークシステムの保守委託

概要
　名古屋市震度情報ネットワークを常に最良の状態に保持し、適正な
震度観測の質を確保するとともに、その機能及び性能を維持するため
保守業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　名古屋市震度情報ネットワークシステムは、市内各所に設置した震
度計及び防災科学技術研究所の震度計を、東庁舎にある震度情報処
理サーバーへ接続し、震度情報の処理を行った上で愛知県へデータ送
信を行う一連のネットワークシステムである。
　名古屋市震度情報ネットワークは24時間365日の稼働を必要とするも
のであり、障害が発生した場合には直ちに復旧させ運用を継続する必
要があり、ネットワーク及び機器に関して平時の稼働及び障害時の復
旧に関して総合的に知識を有し、メンテナンス技術を有するのは本シス
テムを整備した契約事業者以外になく、他の事業者では対応ができな
い。
　したがって、本業務を確実に履行できるのは契約事業者以外にいな
いため、契約の相手方として選定する。

【根拠条文】
 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契約の相手方 NTT西日本株式会社　東海支店

契約金額（円） （月額）３４１，０００

契約の内容についてのお問い合わせ先は、防災危機管理局危機対策課です。
電話番号　052-972-3526



随意契約の内容の公表

局区 総務局

課 デジタル改革推進課

契約締結日 令和8年2月1日

件名 民間データセンター設備等（令和7年度更新分）の賃貸借

概要

　共有ファイルサーバー等（以下「サーバー等」という。）を設置するた
め、民間データセンター（以下「民間DC」という。）設備等の賃貸借契約
を行う。

契約の相手
方を選定し
た理由

　民間DCの利用にあたっては、サーバー等を格納するラックや電気料
等のデータセンター使用料に加え、本市の行政ネットワークへ接続する
ための通信基盤の調達が必要となる。
　ただし、既に当課が契約している民間DCを利用する場合は、新たな
通信基盤の調達は不要となり回線費用及び回線の維持管理・保守・設
計などの負担を抑えることができる
　以上のことから、当課が契約している民間DC設備の提供業者である
中部テレコミュニケーション株式会社に履行させなければ、期間の圧
縮、経費の削減、業務の円滑な実施の確保の面で不利になると認めら
れるため、同者との随意契約を行うものである。

（根拠条文）
地方自治法施行令第167条の2第1項第6号による随意契約

契約の相手方 中部テレコミュニケーション株式会社

契約金額（円） 月額　234,850円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、総務局デジタル改革推進課です。
電話番号　052-972-2271



随意契約の内容の公表

局区 総務局

課 デジタル改革推進課

契約締結日 令和8年2月10日

件名 コンビニ交付に伴う庁内LAN通信機器設定変更作業委託

概要

　住民サービスの提供や行政事務の効率的な実施のため構築・稼働し
ている通信基盤である行政情報ネットワーク（以下、「庁内LAN」とい
う。）について、コンビニ交付を行うために必要となる設定変更業務の
委託を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　現に稼働している既存庁内LAN通信機器の設定変更を行うにあた
り、既存機器の契約内保守業務を引き続き受けるためには、既存機器
の導入及び保守業務を行っているNECフィールディング株式会社が実
施するほかないため。

（根拠条文）
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約

契約の相手方 NECフィールディング株式会社

契約金額（円） 3,960,000円（税込）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、総務局デジタル改革推進課です。
電話番号　052-972-2271



随意契約の内容の公表

局区 総務局

課 アジア・アジアパラ競技大会推進課

契約締結日 令和7年10月1日

件名
第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）及び第５回アジアパラ競
技大会（2026/愛知・名古屋）における観客誘導・警備実施業務委託

概要

　本契約は、2026年に開催される第20回アジア競技大会（2026/愛知・
名古屋）及び第５回アジアパラ競技大会（2026/愛知・名古屋）の開催
時において、観客誘導路における観客の安全確保と円滑な移動を目
的とし、警備計画の作成補助及び当日の観客誘導・警備実施を愛知県
と共同で委託するものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本契約の締結は、愛知県と名古屋市が本契約に関する協定書を締
結の上で、事業者の選定を愛知県が行い、受託者を含めた三者での
契約を行うものである。
 　愛知県が制限付一般競争入札の実施により選定した事業者と、上
記協定書に基づき随意契約を行った。

根拠条文：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

契約の相手方 ALSOK　株式会社　中日本営業部

契約金額（円） 1,001,072,881

電話番号　052-972-4616
契約の内容についてのお問い合わせ先は、総務局アジア・アジアパラ競技大会推進課です。



随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 税務システム推進課

契約締結日 令和8年2月5日

件名 固定資産税（償却資産）業務の集約化に伴う業務委託

概要

　各市税事務所で行っている固定資産税（償却資産）業務を、令和８年
度から金山市税事務所に集約して行うため、賃貸借物件である税務総
合情報システム用端末機、プリンタ及びネットワーク機器等（以下、「シ
ステム用端末機等」という。）を金山市税事務所へ移設し、各種設定変
更を行うとともに動作確認を行うもの。
　また、集約先のレイアウト変更も必要となることから、既設システム用
端末機等を新レイアウトの配置場所に移設し、動作確認を行う。

契約の相手
方を選定し
た理由

１　理由
　　本件で移設する対象物は、税務総合情報システムの主要な構成要
素であるシステム用端末、プリンタ等の周辺機器、スイッチやルータな
どのネットワーク機器、及びそれらを繋ぐネットワークを包含した税務総
合情報システムに係る構築物一式である。
これらは、㈱ＪＥＣＣとリース契約を結んでおり、その所有権はリース会
社にある。
　また、当該リース契約には保守業務を含んでいることから、契約書に
定める設置場所においてシステムが常時完全な機能を保つよう、必要
な保守及び運用に当たっては、㈱ＪＥＣＣが指定した保守委託業者に業
務委託がなされている。
　指定の保守委託業者以外の業者が本件業務を履行した場合、その
後に発生した障害の責任の所在が不明確となるばかりでなく、本市又
は第三者による改造とみなされ、リース契約に基づく保守を受ける権利
を失することに繋がる。
　以上のことから、本件契約については、日本電気（株）東海支社と随
意契約を締結する。

２　根拠条文
　　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契約の相手方 日本電気株式会社　東海支社

契約金額（円） ２３，４２２，６９６円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局税務システム推進課です。
電話番号　052-265-1112



随意契約の内容の公表

局区 スポーツ市民局

課 住民課

契約締結日 令和8年1月15日

件名 振り仮名の市町村長記録対応における戸籍システム改修委託

概要

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第48号。以下「改正法」
という。）により戸籍の記載事項に氏の振り仮名及び名の振り仮名（ 以
下「振り仮名」という。）が追加され、市区町村長は改正法附則第９条第
４項に基づき、国民に対して「振り仮名」等を通知したところ、第３号施
行日から１年を経過した日までに振り仮名の届出が実施されなかった
戸籍に対し、市区町村長が仮の振り仮名に基づき、氏名の振り仮名を
記録する必要がある。
令和８年５月２６日以降に戸籍電算システムへの振り仮名の一括職権
記載処理を行うためのシステム改修の委託を行うものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

次の理由から、本件保守業務が実施できる業者は、契約業者のみに
限られる。
契約業者は、本システムで利用している戸籍電算システム及びシステ
ム運用管理ソフトウェアの開発元であり、当該ソフトウェアに関するす
べての情報を保有するとともに、著作権を有していること。
また、保守業務に必要となる当該ソフトウェアの詳細情報は、契約予定
業者である開発元以外には公開されていないこと。
以上の理由から、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随
意契約を締結するもの。

契約の相手方 日本電気株式会社　東海支社

契約金額（円） 6,824,400

契約の内容についてのお問い合わせ先は、スポーツ市民局住民課です。
電話番号　052-972-3114



随意契約の内容の公表

局区 スポーツ市民局

課 区政課

契約締結日 令和8年1月30日

件名 AED一体型広告掲出事業

概要

　16区役所6支所の建物の一部（計29か所）を提供し、AED一体型広告
を設置掲出させるもの。（契約更新）

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該事業は令和4年4月より、株式会社宣通と契約し、実施している。
　契約の更新については、契約書第4条第2項のとおり、本市が公共又
は公共用としての使用の必要性や使用者の使用状況を勘案して支障
がないと判断する場合に限り、当初の条件を変更しないことを前提とし
て、令和9年3月31日までを限度とし、1年を単位として行うことができ
る。
　現在は4回目（令和7年4月1日～令和8年3月31日）の契約期間中であ
り、契約相手方から、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの契約
更新の申請がなされたため、契約書第4条第2項に基づき、当該期間
の契約更新を行う。

　以上の理由から、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により
随意契約をするもの。

契約の相手方 株式会社宣通

契約金額（円） 372

契約の内容についてのお問い合わせ先は、スポーツ市民局区政課です。
電話番号　052-972-3112



随意契約の内容の公表

局区 スポーツ市民局

課 スポーツ戦略課

契約締結日 令和7年12月26日

件名 名古屋金城ふ頭アリーナにおける指定管理者への貸付契約

概要

名古屋金城ふ頭アリーナでは、「指定管理者が独自で実施することが
できる業務」（以下「自主事業」という。）として、施設の利用者を増加さ
せる等の目的で自動販売機やその他物件を設置することを認めてい
る。
本件は、上記自主事業による自動販売機及び施設利用者用ロッカー
の設置のため、指定管理者との間で施設の貸付契約を締結するもの
である。

契約の相手
方を選定し
た理由

本件は、指定管理者が施設利用者の利便向上による施設利用者の増
を目的に自動販売機及び施設利用者用ロッカーを設置するものであ
り、上記自主事業に該当するものであることから、地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号に基づき随意契約により、指定管理者と自動
販売機及び施設利用者用ロッカー設置に係る貸付契約を締結するも
のである。

契約の相手方 金城ふ頭アリーナJCNトリニティ　代表企業　株式会社JPN

契約金額（円）
261,000（自動販売機設置）
34,087（施設利用者用ロッカー設置）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、スポーツ市民局スポーツ戦略課です。
電話番号　052-972-3294



随意契約の内容の公表

局区 観光文化交流局

課 観光推進課

契約締結日 令和7年9月16日

件名 豊臣ミュージアムにおける名古屋市独自展示業務委託

概要

　令和8年の大河ドラマ「豊臣兄弟！」を契機とした観光推進のため、豊
臣秀吉、秀長兄弟の生誕地である名古屋市の中村公園に設置される
豊臣ミュージアム内において、市内外から訪れる子どもから大人まで
の幅広い年齢層の来場者をターゲットとし、大河ドラマの時代背景に沿
いながら名古屋市の歴史や文化等を伝える名古屋市独自展示「武将
も唸る！戦国めし×なごやめし」を実施する。本業務は、独自展示ス
ペースでの展示企画や展示用造作物の購入または制作をはじめ、会
場の設営・展示作業および市内外周遊ＰＲチラシ制作を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本事業は豊臣ミュージアム内展示スペースにて大河ドラマの時代背
景に沿いながら名古屋市の歴史や文化をアピールする目的で実施す
るものであり、来街者の満足度向上および市内外周遊・リピート来訪を
促す事業である。展示・イベント企画や室内装飾・展示経験および造
作・施工のノウハウ等により、成果に相当な差異が生じると認められる
ことから、本市においてあらかじめ最適な発注仕様を定めることが困難
である。
　これらのことから、契約の相手方の選定にあたっては、事業者から提
案を受け、その中で最も優れた提案を選定する公募型企画競争を実
施した。
　当該企画競争の結果は次のとおりであり、１位の者とは、地方自治法
施行令第 167条の 2第 1項第 2号（その性質又は目的が競争入札に
適しない契約をするとき）に基づく随意契約を締結した。

　各提案者の順位と点数
　　１位　　株式会社セレスポ　名古屋支店　　　　　　 　２４１点
　　２位　　株式会社角川アスキー総合研究所　　　　　２１２点
　　３位　　株式会社MIHATSU　　　　　　　　　　　　　　　 １４３点

契約の相手方 株式会社セレスポ 名古屋支店

契約金額（円） 6,999,999

契約の内容についてのお問い合わせ先は、観光文化交流局観光推進課です。
電話番号　052-972-4611



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 高齢福祉課

契約締結日 令和8年2月20日

件名 福祉総合情報システム改修業務委託（おむつ等購入費用助成）

概要

　福祉総合情報システムの高齢福祉関係事業のうちおむつ等購入費
用助成に関するシステム改修業務について委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

１　理由
　おむつ等購入費用助成については、福祉総合情報システムを用いた
事業運営を予定している。
　契約の相手方は同システム全般を開発していることからシステムの
著作権を有するとともにシステムを熟知しており、高齢者福祉関係業務
を始めとする膨大かつ複雑な本システムを問題なく円滑に運用してい
る業者であり、当該業務を委託できる唯一の業者である。

２　根拠条文
　　地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

契約の相手方 株式会社アイネス営業本部　

契約金額（円） 15,904,350

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局高齢福祉課です。
電話番号　052-972-2544



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 介護保険課

契約締結日 令和8年2月4日

件名 令和７年度税制改正にかかるシステム改修（2025年度作業分）

概要

　令和７年度税制改正の影響による介護保険料収入減少防止のた
め、介護保険法施行令改正により保険料算定にかかる合計所得金額
の判定及び市町村民税課税・非課税の判定において一部被保険者に
ついて特例を適用する旨の通知があった。　これに対応するためシス
テム改修に伴う業務のうち、2025年度作業分を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

１　理由
　　当該業者は、平成12年4月から稼動中の介護保険システムに関す
る全てのソフトウェアの開発元であり、当該ソフトウェアに関する全ての
情報を保有するとともに著作権を有している。
　また、当システムに関する全ての保守作業についても、著作権を有す
る同業者が行っており、当システムに精通している唯一の業者である。
　以上のことから、本件は競争入札に適さないため、同業者との随意
契約を締結するもの。

２　根拠条文
　　地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

契約の相手方 株式会社ＮＴＴデータ東海

契約金額（円） 12,525,942

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局介護保険課です。
電話番号　052-972-2595



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 保険年金課

契約締結日 令和8年2月1日

件名 国民健康保険システムに係る住記連携データの取込処理等の改修

概要

　令和８年１月から稼働している国民健康保険システムにおいて、住民
記録システムから連携されてくるデータを一部変換して取り込む等の
処理が必要であるため、外付けシステムの改修等を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

１　理由
　　国民健康保険システムを含めた新保険年金システムは、複数の
パッケージシステム及び外付けシステムで構成されている。
各パッケージシステムは、当該業者とは別の業者が開発し、開発業者
が著作権を有している。新保険年金システムの導入にあたって、当該
業者はパッケージシステム開発業者から使用許諾を取得し、新保険年
金システムが稼働できるよう大規模な設定作業等を行っている。また、
外付けシステムは当該業者が開発を行い、本市と共同で著作権を有し
ている。
本件は、新保険年金システムを構成するパッケージシステム及び外付
けシステムの修正・設定作業等を行うものであり、短期間で本市が利
用可能な状態で提供できる業者は、大規模な設定作業等が行われた
新保険年金システムを提供している当該業者のみであるため、随意契
約を行うものである。

２　根拠条文
　　地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

契約の相手方 株式会社日立製作所　中部支社

契約金額（円） 9,812,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局保険年金課です。
電話番号　052-228-6662



随意契約の内容の公表

局区 住宅都市局

課 街路計画課

契約締結日 令和8年2月27日

件名 令和7年度モニタリングポスト窒素酸化物計測器の定期点検業務委託

概要

　本委託は、名古屋高速道路沿線に設置されているモニタリングポスト
の窒素酸化物計測器について、部品交換及び定期点検等を実施する
ものです。

窒素酸化物計測器　４台（清水・新沼・小幡・社口）

契約の相手
方を選定し
た理由

　名古屋高速道路沿線に設置しているモニタリングポスト（清水局、新
沼局、小幡局、社口局）の窒素酸化物計測器は、東亜ディーケーケー
株式会社により設計・製造されたものです。
　本件は、当該機器を正常な状態で維持し、測定精度を確保するため
分解整備による点検を行うものですが、そのプログラム構成及び構造
を熟知したものでなければ行いえない保守・点検です。
　下記業者は、プログラム構成及び構造を熟知したメーカーの名古屋
市内の唯一の代理店であり、適切に保守点検できるため、選定しま
す。

○根拠条文
　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契約の相手方 (株)三弘

契約金額（円） 2,398,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、街路計画課です。
電話番号　052-972-2723



随意契約の内容の公表

局区 住宅都市局

課 交通事業推進課

契約締結日 令和8年2月12日

件名 令和7年度新たな路面公共交通システムSRT運行業務委託

概要

　名古屋市が、都心部の回遊性向上や賑わいの拡大を目的として導
入するSRTについて、当初運行として名古屋駅－栄間においてまちづく
りと一体となった連節バスの運行を実施するために運行事業者を選定
するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本事業の目的を実現するには、その業務の性質・仕様から、十分な
業務実施体制・緊急時の対応、高いサービス水準を持つ業者を選定す
ることが必要となるため、本市においてあらかじめ最適な発注仕様を定
めることが困難である。
　このことから、契約の相手方の選定にあたっては、事業者から提案を
受け、その中で最も優れた提案を選定する公募型企画競争を令和５年
７月に実施した。
　結果は次のとおりであり、１位の者と、地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号に基づく随意契約を締結した。

各提案者の順位と点数
1位　　名鉄バス株式会社　232.0点
2位　　名古屋市交通局　158.3点

○根拠条文
　地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

契約の相手方 名鉄バス株式会社

契約金額（円） 8,111,597円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通事業推進課です。
電話番号　052-972-2727



随意契約の内容の公表

局区 住宅都市局

課 まちづくり企画課

契約締結日 令和8年2月3日

件名
金山北事業用借地における事業用定期借地に係る賃料設定（見直し）
のための不動産鑑定評価

概要

　金山北事業用借地においては、平成2年に本市が策定した「金山駅
前地区整備構想」を受け、当該地区の本格的な開発の前に地域のポ
テンシャルを向上させるための暫定開発として「アスナル金山」が整備
され、地域交流拠点の形成を推進してきたところである。
　本業務は、事業用定期借地契約の延長に伴い、金山北事業用借地
の賃料設定（見直し）を行うための鑑定評価を依頼するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

本業務は、「公共事業に係る不動産鑑定評価基準」に基づき、報酬額
が対象不動産の評価額により決定されるものであり、価格に競争性が
ないため、競争入札には適さない。
住宅都市局における不動産鑑定業務は、通常、鑑定業者名簿に基づ
き順番に依頼している。しかしながら、本件は、建設時に広域避難場所
機能及び公共駐輪場の設置を義務づけられた大型商業施設に係る事
業用定期借地契約に関する賃料見直しであり、全国的にも事例が少な
く、専門的かつ高度な知見を要する特殊案件である。
加えて、今回の賃料見直しにおいては、過去行っている不動産鑑定評
価と整合性を確保する必要があるが、平成29年の前回評価時と比較し
て与条件が異なっているため、変更された与条件を踏まえた評価にお
いては、単純に前回の評価手法を踏襲するだけでは適切な評価とはな
らず、新たな条件に即した評価手法を改めて選定するとともに、契約条
件の変化に応じた適切な評価を行う必要がある。
下記事業者は、定期借地契約の特殊性を踏まえた不動産投資利回り
の算定及び市場分析に通じている。また、東海地方における複数の大
型商業施設の評価実績を有しており、大型商業施設の鑑定業務に関
する全国的な事例にも精通している。さらに、当該施設の建設時及び
平成29年の賃料見直し時においても鑑定業務を担当しており、評価に
至る過程や背景を含めた判断内容を熟知しているため、今回の与条件
変更を踏まえた上で、前回評価からの整合性を確保しつつ、契約条件
の変化に応じた適切な評価を行うことが可能な唯一の事業者である。
以上の理由により、本業務の遂行が可能な事業者は下記事業者のみ
であることから、契約相手方として選定したものである。

○根拠条文
　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契約の相手方 株式会社　中部第一鑑定所

契約金額（円） 3,660,800

契約の内容についてのお問い合わせ先は、まちづくり企画課です。
電話番号　052-972-4224



随意契約の内容の公表

局区 住宅都市局

課 都心まちづくり課

契約締結日 令和8年2月25日

件名 栄バスターミナル運行管理システム機器更新業務委託

概要

　本業務はオアシス21栄バスターミナルにて使用している運行管理シ
ステムの機器を更新するものです。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本業務で更新する機器は、設備の中核を担う重要な部分であり、そ
の更新にあたり、適切な更新作業を行うには、既存設備機器及び現在
の運行管理システムの内容を熟知し、高度で広範な専門知識を有して
いる必要があります。
　また、下記業者は運行管理システムの開発及び保守管理を行ってお
り、本業務を下記業者以外の者が行い、予期せぬ障害が発生した場
合、その原因が更新時のものなのか、システム又はその保守管理によ
るものなのか判断できず、責任の所在について判断できなくなるおそ
れがあります。
　よって、本業務の遂行が唯一可能な者である下記業者を選定しま
す。

○根拠条文
　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契約の相手方 パナソニックコネクト株式会社 現場ソリューションカンパニー　中日本社

契約金額（円） 9,339,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、都心まちづくり課です。
電話番号　052-972-2768



随意契約の内容の公表

局区 中村区

課 総務課

契約締結日 令和8年1月26日

件名
中村区役所等複合庁舎で使用する公用車の敷地外駐車場の土地賃
貸借

概要

　令和7年4月から施工開始している地下通路整備工事において、令和
7年10月から工事ヤード設置のため、庁舎北側の公用車駐車場の一部
が使用できなくなり、一部公用車を庁舎周辺の月極駐車場に移動させ
ている。
　令和8年2月以降、地下鉄通路整備工事が拡大するため、さらなる駐
車場の確保が必要となった。地下通路整備工事の完了予定である令
和12年2月頃まで複数の公用車を駐車できるスペースの土地を借用し
ている。

契約の相手
方を選定し
た理由

庁舎周辺の駐車場を管理する複数の不動産事業者に確認したところ、
当該契約期間内に借用できる駐車場は、当該契約予定業者が管理す
る駐車場に限られるため。

適用条文：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

契約の相手方 ジェイティピー株式会社

契約金額（円） 6,039,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、中村区区政部総務課です。
電話番号　052-433-2715



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 名古屋市鶴舞中央図書館　整理課

契約締結日 令和7年11月19日

件名 図書館オンラインシステム用新刊図書情報使用契約

概要

図書館オンラインシステムにおいて毎週の新刊図書データを整備する
ため、データ作成業者が図書の流通時期に合わせて作成する新刊図
書情報と、全集・短編集等の個々の著作等の情報である内容細目ファ
イルおよび、後から追加される情報であるメンテナス更新ファイルの提
供を受けるとともに選書参考情報としてWeb上で閲覧可能な「Web版新
刊全点案内」の提供を受けるもの

契約の相手
方を選定し
た理由

図書館オンラインシステムの図書データは、平成８年の稼動時より(株)
図書館流通センターの提供する新刊図書情報(TRC MARC)を加工して
作成しており、過去の３００万件の図書データとデータ形式が整合する
新刊図書情報を図書流通時期に合わせて提供できるのは契約の相手
方だけであるため。

【根拠条文】　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契約の相手方 株式会社図書館流通センター

契約金額（円） 16,995,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局鶴舞中央図書館整理課です。

電話番号　052-741-3198



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 教育環境整備課

契約締結日 令和8年2月27日

件名 猪高小７年次リニューアル改修電気工事（週休２日）（その２）

概要

令和7年8月22日契約「猪高小７年次リニューアル改修電気工事（週休２日）（そ
の２）」について、本工事で使用する変圧器が、国の基準改正による新基準品
への移行の影響を受けて納期遅延が発生し、工期の延長が必要となったた
め、契約変更を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

１．緊急の必要性
　　猪高小７年次リニューアル改修電気工事において、入札公告に対して応札
者がおらず、不調となった。
　再入札を実施した場合、令和７年度内の工事完了に間に合わないため、教育
委員会において契約を行なうもの。
　加えて、工事期間中の児童の安全確保を最優先し、騒音や振動などによる教
育環境の悪化を最小限にできるよう、夏季休業期間中に工事を集中して行なう
必要がある。
　以上のことから、見積徴取を行い、最も低廉な金額で見積書を提出した事業
者と、緊急随意契約を締結するもの。

２．根拠条文
　　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号

契約の相手方 株式会社青電社

契約金額（円）
（変更前）110,000,000
（変更後）131,560,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局教育環境整備課です。
電話番号　052-972-3224



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 教育環境整備課

契約締結日 令和8年2月27日

件名 比良小７年次リニューアル改修電気工事（その２）

概要

令和7年8月4日契約「比良小7年次リニューアル改修電気工事（その２）」につい
て、本工事で使用する変圧器が、国の基準改正による新基準品への移行の影
響を受けて納期遅延が発生し、工期の延長が必要となったため、契約変更を
行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

１．緊急の必要性
　　比良小７年次リニューアル改修電気工事において、入札公告に対して応札
者がおらず、不調となった。
　再入札を実施した場合、令和７年度内の工事完了に間に合わないため、教育
委員会において契約を行なうもの。
　加えて、工事期間中の児童の安全確保を最優先し、騒音や振動などによる教
育環境の悪化を最小限にできるよう、夏季休業期間中に工事を集中して行なう
必要がある。
　以上のことから、見積徴取を行い、最も低廉な金額で見積書を提出した事業
者と、緊急随意契約を締結するもの。

２．根拠条文
　　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号

契約の相手方 株式会社川端電業社

契約金額（円）
（変更前）87,489,600
（変更後）92,140,400

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局教育環境整備課です。
電話番号　052-972-3224



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 教育環境整備課

契約締結日 令和8年2月27日

件名 明徳小７年次リニューアル改修電気工事（週休２日）（その２）

概要

令和7年8月22日契約「明徳小７年次リニューアル改修電気工事（週休２日）（そ
の２）」について、本工事で使用する変圧器が、国の基準改正による新基準品
への移行の影響を受けて納期遅延が発生し、工期の延長が必要となったた
め、契約変更を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

１．緊急の必要性
　　明徳小７年次リニューアル改修電気工事において、入札公告に対して応札
者がおらず、不調となった。
　再入札を実施した場合、令和７年度内の工事完了に間に合わないため、教育
委員会において契約を行なうもの。
　加えて、工事期間中の児童の安全確保を最優先し、騒音や振動などによる教
育環境の悪化を最小限にできるよう、夏季休業期間中に工事を集中して行なう
必要がある。
　以上のことから、見積徴取を行い、最も低廉な金額で見積書を提出した事業
者と、緊急随意契約を締結するもの。

２．根拠条文
　　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号

契約の相手方 株式会社エスディーエス

契約金額（円）
（変更前）107,987,000
（変更後）119,504,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局教育環境整備課です。
電話番号　052-972-3224



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 教育環境整備課

契約締結日 令和8年2月27日

件名 富田高７年次リニューアル改修電気工事（週休２日）（その２）

概要

令和7年9月12日契約「富田高７年次リニューアル改修電気工事（週休２日）（そ
の２）」について、本工事で使用する変圧器が、国の基準改正による新基準品
への移行の影響を受けて納期遅延が発生し、工期の延長が必要となったた
め、契約変更を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

１．緊急の必要性
　　富田高７年次リニューアル改修電気工事（週休２日）（その２）においては、
公告に対し応札者がない状況に至っている。再入札を実施した場合、工期が間
に合わないため教育委員会において契約を行なうもの。
加えて、このままでは、改修工事に着手できないこととなり、全ての改修工事が
完了しないこととなる。
以上のことから、見積徴取を行い、見積書の提出のあった事業者と、緊急随意
契約を締結するもの。

２．根拠条文
　　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号

契約の相手方 株式会社　シントー

契約金額（円）
(変更前）159,500,000
(変更後）171,600,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局教育環境整備課です。
電話番号　052-972-3224



随意契約の内容の公表

局区 選挙管理委員会事務局

課 選挙課

契約締結日 令和8年2月17日

件名
愛知県議会名古屋市千種区選出議員補欠選挙に係る選挙システム選挙時
サポート業務委託

概要

愛知県議会名古屋市千種区選出議員補欠選挙で選挙期間中における選挙
システムの保守運用、問い合わせ対応業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

本契約は、令和8年執行の愛知県議会名古屋市千種区選出議員補欠選挙
において、選挙期間中における選挙システムの保守運用、問い合わせ
対応業務を委託するものであるが、これを実施することができるの
は、当該システムの開発元であり、当該システムに関する全ての情報
を保有する株式会社ムサシ名古屋支店のみであるため。

根拠条文
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

契約の相手方 株式会社ムサシ　名古屋支店

契約金額（円） 2,959,000円 

契約の内容についてのお問い合わせ先は、選挙管理委員会事務局(企画調整担当)です。
電話番号　052-972-3315



随意契約の内容の公表

局区 選挙管理委員会事務局

課 選挙課

契約締結日 令和8年2月17日

件名
令和8年3月15日執行愛知県議会名古屋市千種区選出議員補欠選挙
にかかるポスター掲示板の製造請負業務について

概要

令和8年3月15日執行愛知県議会名古屋市千種区選出議員補欠選挙
におけるポスター掲示板の製作を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該ポスター掲示板は公示日前日である3月5日までに所定の場所
への設置を完了しなければならないが、区における設置作業及び確認
作業に数日を要することを考慮すると、即時の納品が必要となる。
　したがって、緊急の必要により競争入札に付することができないとき
に該当することから、随意契約を行うものである。

（根拠条文）
地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

契約の相手方 合資会社東谷籐品製作所

契約金額（円） 3,137,200

契約の内容についてのお問い合わせ先は、選挙管理委員会事務局です。
電話番号　052-972-3315



随意契約の内容の公表

局区 選挙管理委員会事務局

課 選挙課

契約締結日 令和8年2月17日

件名
愛知県議会名古屋市千種区選出議員補欠選挙に係る「選挙のお知ら
せ」の作成等業務委託

概要

本市選挙人名簿管理システムにおいて管理する選挙人名簿情報から
抽出された有権者データを元に、「選挙のお知らせ」を印刷・作成する
一連の作業を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

本業務で作成する「選挙のお知らせ」は、千種区の選挙人名簿に登録
されている者に対し、選挙期日確定後に速やかに各世帯に配布するも
のである。入札実施により、契約締結に時間を要するため、配付時期
が遅れ、選挙期日までに有権者に届かないことになる。同業務を限ら
れた時間で、確実に履行し、当方が示す納品日程に対応可能な業者
であることが必須となる。
当該選挙執行決定後に複数の事業者にヒアリングを行ったが、当方が
示す納品日程に対応可能な事業者は、当該事業者のみであった。また
同事業者は、本市の別選挙の同業務の作成業務委託を受託した実績
もあることから、本業務への対応が可能と判断し、当該事業者を契約
の相手方と選定したものである。

（根拠条文）
地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

契約の相手方 サンメッセ株式会社

契約金額（円） 2,079,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、選挙管理委員会事務局です。
電話番号　052-972-3315



随意契約の内容の公表

局区 選挙管理委員会事務局

課 選挙課

契約締結日 令和8年2月3日

件名
衆議院議員総選挙・最高裁判所国民審査に係る投票用紙分類機ＣＲＳ
の点検調整及び各種設定作業等業務委託

概要

衆議院議員総選挙・最高裁判所国民審査の開票作業において使用す
る投票用紙読取分類機ＣＲＳの点検調整及び各種設定作業等業務を
委託するもの

契約の相手
方を選定し
た理由

本契約は、開票作業において使用する投票用紙読取分類機ＣＲＳの点
検・調整・設定・立会等業務を委託するものであるが、これを実施する
ことができるのは、当該機器の開発元であり、当該機器に関する全て
の情報を保有する同社のみであるため。

根拠条文
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

契約の相手方 株式会社ムサシ　名古屋支店

契約金額（円） 3,022,800

電話番号　052-972-3314
契約の内容についてのお問い合わせ先は、選挙管理委員会事務局です。



随意契約の内容の公表

局区 選挙管理委員会事務局

課 選挙課

契約締結日 令和8年2月3日

件名
衆議院議員総選挙・最高裁判所国民審査に係る投票用紙分類機ＧＴＳ
の点検調整及び各種設定作業等業務委託

概要

衆議院議員総選挙・最高裁判所国民審査の開票作業において使用す
る投票用紙読取分類機ＧＴＳの点検調整及び各種設定作業等業務を
委託するもの

契約の相手
方を選定し
た理由

本契約は、開票作業において使用する投票用紙読取分類機ＧＴＳの点
検・調整・設定・立会等業務を委託するものであるが、これを実施する
ことができるのは、当該機器の開発元であり、当該機器に関する全て
の情報を保有する同社のみであるため。

根拠条文
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

契約の相手方 グローリー株式会社　東海支店

契約金額（円） 4,307,600

電話番号　052-972-3314
契約の内容についてのお問い合わせ先は、選挙管理委員会事務局です。



随意契約の内容の公表

局区 消防局

課 消防航空隊

契約締結日 令和8年2月5日

件名 航空機「わかしゃち」用部品1式（7種類702点）の購入

概要

　本件は、回転翼航空機「わかしゃち」BELL412EPI型（登録番号：
JA23AR）の耐空性を確保するために、機能低下部品及び使用限界超
過部品を購入するものです。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件の部品は、回転翼航空機BELL 412EPI型（JA23AR）の製造会社
である米国Bell Textron社製のものであり、国内における唯一の販売
業者はBell Textron株式会社に限定されます。仮に他の業者が販売を
申し出たとしても、米国Bell Textron社の保証及びサービスを受けるこ
とができなくなるため、その部品の安全性及び信頼性は著しく低下する
ものと思われます。また、整備に使用する部品についても、製造会社で
ある米国Bell Textron社の指定する正規部品を使用しなければ、製造
会社及び整備会社の適正な保証を受けることが困難となり、安全な運
航を確保できなくなるため、正規部品を十分に確保できる企業でなけ
ればなりません。
　以上のことから、Bell Textron株式会社と随意契約するものです。

【根拠条文】地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

契約の相手方 Bell Textron株式会社

契約金額（円） 6,993,493円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、消防局消防航空隊です。
電話番号　0568-28-0119



随意契約の内容の公表

局区 消防局

課 総務部施設課

契約締結日 令和8年2月27日

件名
消防局保有車両用燃料（ガソリン及び軽油）の購入について（令和7年
度3月分）

概要

　本件は、消防局が保有する自家給油取扱所１6箇所で使用する消防
車両用燃料（ガソリン及び軽油）を調達するものです。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本市と愛知県石油業協同組合は、地震、風水害等の災害が発生した
場合に、本市の要請によりガソリン、軽油及び重油等の燃料を優先的
に供給する「災害時における燃料供給に関する協定」を締結していま
す。
　また、国においては、「官公需についての中小企業者の受注の確保
に関する法律」（昭和41年6月30日法律第97号）に基づき、中小企業者
に関する国等の契約の基本方針（以下「基本方針」という。）を定めてお
り、基本方針では、災害時の燃料供給協定を締結している官公需適合
組合の証明を受けている組合をはじめとする石油組合（以下「石油組
合」という。）を活用して円滑な燃料調達ができると認められる場合で、
経済合理性・公正性等に反しない適正な調達ができるときは、当該石
油組合と随意契約ができることとされています。
　以上のことから、基本方針に基づき、平常時及び災害時の安定的な
燃料確保に鑑み、愛知県石油業協同組合と随意契約を締結するもの
です。

【根拠条文】地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

契約の相手方 愛知県石油業協同組合

契約金額（円） 12,730,866円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、消防局総務部施設課です。
電話番号　052-972-3518



随意契約の内容の公表

局区

発注担当課

契約締結日

件名

契約の相手方

契約金額（円）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、上下水道局 施設管理課 です。

電話番号 052-972-3666

愛知県石油業協同組合

重油（特Ａ）大口ディーゼル機関用、ガスタービン発電機用
１ｋＬ当たり 105,000円（税抜）ほか３件

　当局下水道施設には、雨水ポンプ所を始めとして降雨時など緊急に重
油類の供給が必要となる施設及び下水・汚泥処理のために常時重油類が
必要な施設が63か所あります。水道施設においても３浄水場と鳴海配水
場、志段味配水場、平和公園配水場、朝日取水場を合わせて7か所に停
電時等非常用発電機設備があります。所在地は市内外一円に点在してい
るとともに、各施設における重油類の収容能力には差があります。
　このような環境において、質・量ともに安定して重油類を供給できる
事業者は、市内外一円に組合員を擁する愛知県石油業協同組合（官公需
適格組合）のみであることから、随意契約を締結するものです。

　地方公営企業法施行令第21条の13第１項第２号

（根拠条文）

契約の相手方を
選定した理由

契約の概要

　下水道施設においては、排水ポンプや下水汚泥焼却炉等の燃料用重油
類の供給を委託するものです。また、水道施設においては、非常用発電
機設備の燃料用重油類の供給を委託するものです。

上下水道局

施設管理課

令和8年2月1日

重油類等供給委託（単価契約）
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